
○播磨町建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する要綱 
平成６年５月２日

要綱第７号

最終改正 平成16年７月15日要綱第18号  
 

 

（目的） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第６項に規定する競争入札に加わろうとする者に

必要な資格等について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）、播磨町
財務規則（昭和40年規則第１号。以下「規則」という。）及び指名競争入札参加資格についての告

示その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（適用範囲） 
第２条 この要綱によって処理する適用範囲は、町が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第

100号）第２条第１項の規定による建設工事をいう。以下同じ。）の請負工事及び受託工事とする。 

（資格審査事務） 

第３条 競争入札参加者の事務は、契約担当課において行う。 
（入札参加資格） 

第４条 競争入札に参加できる者は、指名競争入札参加資格についての告示に基づいて格付された資

格により、それぞれ工事の設計金額に応じた別表に掲げる入札参加資格等格付及び選定基準による

ものとする。 
（等級格付の方法） 

第５条 競争入札に参加させる者の等級格付は、建設業者（建設業法第３条第１項の許可を受けて建

設業を営む者をいう。以下同じ。）の業種別に建設業法第27条の23の規定による建設業者の経営規

模その他経営に関する客観的事項の審査の結果の総合数値により、入札参加者審査会（以下「審査
会」という。）に諮り決定する。 

２ 前項の客観的事項の審査の結果の総合数値が「新規」である者は、審査会に付議して格付するこ

とができる。 
（登録） 

第６条 契約担当課長は、前条により格付したときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載しなけれ

ばならない。 

（指名基準） 
第７条 競争入札に参加させようとする者の指名にあたっては、公正にして経済性の原則及び競争の

本旨に基づき、次に掲げる事項に留意し選定するものとする。 

(１) 指名及び落札回数の状況 

(２) 工事成績 
(３) 不誠実な行為の有無 

(４) 経営及び信用状況 

(５) 当該工事に対する地理的条件 

(６) 手持工事の状況 
(７) 技術者の数及び状況 

(８) 当該工事に対する技術的適否 

(９) 安全管理の状況 
(10) 労働福祉の状況 

(11) その他町長が必要と認めた事項 

２ 前項の規定による指名は、中小企業の育成及び機会均等の原則に従い第４条に掲げる資格を有す

る者のうちから４名以上を指名するものとする。 
（等級外の者の指名） 

第８条 等級外の者は、原則として指名を行わない。ただし、特殊な技術を要する工事、災害の発生

その他町長が特に必要と認めた場合において指名することができる。この場合においても、この要

綱によるものとする。 



（準用） 
第９条 この要綱は、特別の場合を除いて第２条に定める建設工事に関係する委託契約並びに令第167

条の２の規定、規則第88条及び第89条の規定による随意契約をしようとするときに準用する。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
附 則（平成８年７月３日要綱第13号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

附 則（平成13年３月28日要綱第８号） 

この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 
附 則（平成14年３月29日要綱第13号） 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年７月15日要綱第18号） 
この要綱は、平成16年７月15日から施行する。 

 

 



 
 
別表（第４条関係） 

 契約予定金額  

 

工事種別 等級 総合数値による格付

基準 通常限度額（万円） 特例限度額（万円）  

   Ａ 900以上 6000以上 2000以上  

   Ｂ 750～899 3000～8000 1000～12000  

 Ｃ 700～749 2000～4000 500～10000  

 

土木一式工事 

Ｄ 650～699 1000～2500 7000未満  

   Ｅ 600～649 300～1500 5000未満  

   Ｆ 599以下 1000未満 3000未満  

   Ａ 900以上 8000以上 4000以上  

   Ｂ 750～899 5000～10000 1000～13000  

 Ｃ 700～749 3000～7000 500～10000  

 

建築一式工事 

Ｄ 650～699 1500～4500 6000未満  

   Ｅ 600～649 2000未満 4000未満  

   Ｆ 599以下 500未満 2000未満  

   Ａ 900以上 6000以上 5000以上  

   Ｂ 750～899 3000～7000 5000未満  

 Ｃ 700～749 2000～4000 〃  

 

造園工事 

Ｄ 650～699 1000～2500 〃  

   Ｅ 600～649 300～1200 〃  

   Ｆ 599以下 500未満 2000未満  

（備考） 
１ 「特例限度額」とは、町内業者（町内に本店を有する者）及び準町内業者（町内に契約締結権限を有
する支店、営業所等を有する者）を通常限度額以外に選定できる額をいう。 
２ 契約予定金額が８，０００万円以上の場合は、特定建設業の許可を受けている者とする。 
３ 契約予定金額において、通常限度額にあっては、土木一式工事８，０００万円以上（建築一式工事１
０，０００万円以上、造園工事７，０００万円以上）を超えるもの及び、特例限度額にあっては、土木
一式工事１２，０００万円以上（建築一式工事１３，０００万円以上、造園工事５，０００万円以上）
を超えるものについては、別途、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値（以下「総
合評定値」という。）、施工実績等により参加資格を定める。 
４ 上記以外の工種については格付けを行わず、必要に応じて総合評定値、施工実績等により参加資格を
定める。 
５ 特殊な工事、高度な技術を要する工事については、別途参加資格を定める。 

 


